
大 崎 病 経 第 ５ ６ ７ 号 

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ５ 日 

 

入札参加業者 各位 

 

大崎市病院事業管理者 並木 健二 

 

契約保証金に係る手続きの変更について（通知） 

 

契約保証金に係る手続きについて，令和２年６月８日付け大崎病経第１０５号にて通知

したところですが，この度，契約保証の方法を一部変更することとしましたので通知いた

します。なお，変更後の内容については，下記のとおりとなります。 

 

記 

 

「２ 現金振込による納付の場合」について，次のように変更します。 

変更後 変更前 

下記銀行口座へお振込みください。 

なお，お振込み手数料については，契約 

保証金とは別に，各事業者様でご負担いた

だきますよう，お願い申し上げます。 

契約係にて契約保証金の納付書を発行い 

たします。宮城県内の（株）七十七銀行の窓

口にて納付書により振り込むことで手数料

無料となります。納付書による振込が難しい

場合は，下記銀行口座へ振込をお願いしま

す。 

 

以上 

 

 適用日 

本通知以降に入札執行又は見積合わせを行う案件から適用します。 

※契約保証金の有無については，契約案件ごとの入札公告にお示しいたしますので，ご確

認願います。  

 

 

 

 

 

 

担当：経営管理部経営企画課契約係  

電話：0229-23-3311(内 3703・3708) 

F A X：0229-23-5380 

E-mail：keiyaku1@h-osaki.jp 



大 崎 病 経 第 １ ０ ５ 号 

令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日 

入札参加業者 各位 

 

大崎市病院事業管理者 並木 健二 

 

契約保証金に係る手続きについて（通知） 

 

標記のことについて，契約締結にあたり下記のとおり手続きをお願いします。 

 

記 

１ 契約保証の方法決定 

落札決定後，契約保証金を必要とする案件については，現金振込による納付，金融機

関の保証書の提出，履行保証保険証券の提出等の保証方法を選択し，契約係へ通知して

ください。また，契約保証金の免除申請をする場合は，入札参加資格確認書類と併せて

免除申請書類の提出をお願いします。 

 

２ 現金振込による納付の場合 

下記銀行口座へお振込みください。 

なお，お振込み手数料については，契約保証金とは別に，各事業者様でご負担いただ

きますよう，お願い申し上げます。 

 

３ 保証書等の提出による場合 

金融機関，保険会社等への申込みにより保証書等の発行を受けてください。 

 

４ 契約保証関係書類の提出 

現金振込，保証書発行等の手続きが完了しましたら，次の書類を契約係へ提出願いま

す。なお，契約締結日は，契約保証金の振込日又は保証書等発行日以降の日付となりま

す。 

（１）契約保証に関する届出書 

（２）契約保証金納付届（現金振込による納付の場合） 

（３）保証書等（保証書等の提出による場合） 

金融機関名：七十七銀行  支店名：古川支店  支店コード：６０３ 

預金種別：普通預金  口座番号：５７２０７５３ 

口座名義：大崎市病院事業 管理者 並木 健二 

担当：経営管理部経営企画課契約係  

電話：0229-23-3311(内 3708) 

F A X：0229-23-5380 

E-mail：keiyaku1@h-osaki.jp 


